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　「健康経営」という言葉をよく目にするようになっ
た。国は健康経営を促す政策を行い，社会は個人だけ
でなく組織全体の健康状態を気にかけている。学術研
究においても「労働者の健康と生産の関係」への関心
は高い。『日本労働研究雑誌』は，2017 年に「健康へ
の支援・投資と就業」，2018 年に「休職と復職」を
テーマに特集を組んだ。そこでは，労働者の個人属性
だけでなく，職場要因として仕事の与えられ方や仕事
内容，労働時間，職場雰囲気が，疾病出勤時の生産性
の低下や欠勤行動（プレゼンティーイズムやアブセン
ティーイズム）と関係することが指摘されている。5
年が経ち，研究成果の蓄積が進んだ。そして新たな疑
問が出てきた。健康経営のために労働者の健康状態を
計測する必要があるとして，何をどこまで計測すれば
よいか。計測することに問題はないのか。健康状態と
労働成果の関係は本当に因果関係なのか。これらに答
えるために，今回の特集では，異なる研究分野で得ら
れている知見を整理することにした。
　三柴論文「個人と組織の健康測定・情報管理と法」
は，労働者の健康測定・管理の必要性が高まっている
昨今において，どのように健康情報の保護・管理をす
ればよいかを，産業保健法学の観点で論じている。三
柴論文は，プライバシーの保護と健康情報の取扱いを
両立させるためには，健康管理や情報管理に努める事
業者が，労働者に関して得た健康情報を，偏見を受け
やすいものか，職場で管理できる（就業上の配慮でき
る）事柄か，労働能力や職場秩序に影響する事柄かの
3点から精査し，情報の取扱いの範囲と是非を決定す
べきだと述べる。その適切な決定には行政指針等が示
してきた健康情報取扱いの原則を踏まえることや，産
業医等専門家の関与を得ることが役に立つとする。
　論文ではさらに，情報利活用のために適用される法
規や法理が整理される。そして，使用者が健康管理と
情報管理を適切に行えば，本人の個別同意を得なくて
も情報の取扱いが可能となり，また健康管理目的で収

集した情報も，就業規則や産業医の判断を踏まえ，人
事労務管理者や本人利益を考慮する第三者に情報提供
できる場合があるという。健康情報を把握し健康を管
理する流れが止まらない中で，何に注意して情報を取
り扱えば健康管理に利用できるかを示した三柴論文の
価値は高い。
　それでは，健康経営のために健康情報を管理するこ
とに問題はないとして，何を収集したらよいのだろう
か。江口論文「労働者の健康情報の適切な収集方法と
その考え方」は，産業保健研究の知見に基づき，健康
情報の測定方法や，情報収集・管理の考え方をまとめ
ている。労働者の健康状態として測定すべき 1つ目は
個人の健康状態で，アブセンティーイズム，プレゼン
ティーイズム，ワーク・エンゲイジメントについて，
それぞれどう計測すればよいかが詳しく述べられてい
る。測定すべき 2つ目は職場環境で，心理社会的要
因－職場のメンタルヘルスの測定が重要だとされる。
3つ目はウェルビーイングの測定で，日本語で使える
尺度が紹介されている。論文が指摘する通り，今後も
労働者の健康の価値は高まり，健康管理への関心が弱
まることはないだろう。個人情報保護等に配慮しなが
らも事業者は積極的に労働者の健康管理に携わるべき
だという主張は，本特集のいずれの論文にも共通する
強いメッセージである。
　ところで，事業者が労働者に対して実施するのは生
産過程の施策だけではない。人事施策も労働者の健康
に影響しうる。森永論文「健康経営は浸透したか」
は，経営学とくに人的資源管理研究の視点で健康経営
の重要性を論じている。論文は，まず，健康経営は大
企業では浸透したが，中小企業では不十分であること
を指摘する。今後の課題は中小企業での健康経営の推
進と，そのためのエビデンスの蓄積だとする。
　そして，健康経営を組織内に一層浸透させるために
は，人事施策の実践プロセスに注目した新しい研究の
知見が役に立つという。たとえば，人的資源管理シス
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テムが従業員に適切に（論文の説明では「強く」）伝
わっていれば，従業員の好意的態度を引き出せる可能
性があるという。また，企業が行う人事施策が，従業
員のウェルビーイングを高めるためや，サービス品質
を高めるためだと従業員に認識されている場合には，
彼らの高い職務態度を引き出せるという。そして，職
務態度の改善は組織業績に結実する。施策の浸透プロ
セスに関する研究が待たれる。
　続く３本の論文は，経済学の視点で捉えた，政策と
健康，労働に関する論文である。これらでは，単なる
相関関係ではなく，健康施策が労働者の健康や労働成
果を向上させるのか，健康になれば生産性が高まるの
かといった因果関係が注視される。
　川太・北川・髙𣘺・大湾・黒田論文「健康経営と生
産性」は，健康経営の効果について最新の学術研究成
果をレビューしている。この論文では，健康施策の因
果効果を捉えるためにランダム化比較試験の結果に注
目する。未だ数は限られているが，健康状態が良くな
れば生産性や業績の向上につながる研究成果が得られ
ていることが紹介される。筆者らは，さらに，独自の
企業内フィールド実験の結果を示す。具体的には，睡
眠改善プログラムの導入をある製造業上場企業で実施
したところ，実施対象となった労働者の実施 3カ月後
の睡眠指標や労働指標が改善していたことがわかる。
また，別のフィールド実験として，製造業上場企業で
行った禁煙支援プログラム（禁煙に成功すれば金銭的
インセンティブが与えられるプログラム）により，実
験対象者の 75％が禁煙に成功し，彼らのアブセン
ティーイズム，プレゼンティーイズムの指標が改善し
たことを紹介している。
　健康施策の効果検証ではないが，健康状態の改善が
労働意欲や成果の上昇につながるという類似の結果を
示したのが小原・松林・梶谷論文「従業員の健康状態
と労働意欲―中小企業における健康経営の意義」で
ある。この論文は，ある中小企業において長期間にわ
たって従業員の健康状態を追跡し，追跡の最中に起
こった新型コロナウイルス感染症拡大による突然の職
場環境変化に注目し，それによる健康状態の変化が，
労働意欲の変化に与えた影響を明らかにしている。中
小企業では，健康状態や生産性を計測すること自体が
難しい。国や自治体の施策の対象とならないことも多

いし，ESG や SDGs に関連した健康経営投資の対象
として注目されることも少ない。健康状態の測定をす
る費用を賄うことも難しい。中小企業でも従業員の健
康状態の改善が労働意欲や労働成果の上昇につながる
という結果は，中小企業での健康経営の浸透の価値を
裏付けている。
　国の健康経営政策ともいえる働き方改革に注目して
その効果を明らかにしたのが，久米・萩原・孫論文
「働き方改革の評価と課題―『全国就業実態パネル
調査』の経年変化からの示唆」である。分析による
と，働き方改革の効果は年齢層で大きく異なり，若年
層では，長時間労働の是正や雇用形態にかかわらない
公正な待遇が進み，ワーク・ライフ・バランスに関す
るストレスも低下したが，高齢者層では，残業時間の
増加や処遇の不公正感を持つ人の増加が見られたとい
う。また，全体としては働き方改革により長時間労働
が是正されたにもかかわらず，この間業務負荷が増大
し精神的に苦しいと回答する割合も高くなったとい
う。労働者の健康状態の改善は，今働いている人の
ウェルビーイングを高めるためだけでなく，これから
働きたい人の求職活動を促すためにも重要だとまとめ
られている。健康施策が労働者の健康状態の改善につ
ながるという統計エビデンスは，事業者を，より積極
的な労働者の健康管理に向かわせるだろう。
　本特集では，健康経営に関する学術研究成果の捉え
方や，考え方，分析の経過を，異なる研究分野の研究
者に整理してもらった。健康経営はさまざまな学問分
野にまたがって分析されている。しかしながら，（学
術研究ではよくあることだが）それぞれの分野で優れ
た研究が蓄積されていても，分野を超えてそれらがま
とめて報告されることはあまりない。書籍などで過去
を振り返って多様な視点での成果を整理されることは
あっても，進行中の議論を含む研究成果が分野横断的
にまとめられることは少ない。今回の特集が，日本に
おける健康経営の研究蓄積につながり，労働現場にお
いて健康経営が望ましい形で進められれば幸いであ
る。
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